
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は、２０２０年を目標年度として実施してきた

「保安対策指針」に代わり、今後１０年間を見据え

た総合的なガスの保安対策として「ガス安全高度化

計画２０３０」（右記資料）を策定した。 

「ガス安全高度化計画２０３０」は、「安全高度

化指標」の達成のために「安全高度化目標」を掲げ、

「基本的方向」に基づいて、「実行計画」を立てた。 

 一般社団法人全国ＬＰガス協会（以下「全 L 協」

という。）は、国の動きに合わせて全Ｌ協の自主保

安運動「ＬＰガス安心サポート推進運動」を２０２

１年度より５年間、国の高度化計画に示されたアク

ションプランと一致した運動を実施する。 

進捗状況管理や進め方は、次の通りとした。 

・アクション全体の進捗は、これまでの「安全機器

調査票」や、「自主保安活動チェックシート」に

より業界全体の取り組みを数字で把握する。 

・重点取り組み事項を次の３項目とする。 

１ 業務用施設ガス警報器連動遮断の推進 

２ 業務用換気警報器の設置促進 

３ 軒先容器の流出防止対策の徹底 

（ガス放出防止機器等の 100％設置） 

※（）内は当協会独自事項 
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毎月 10 日は保安の日 

  去る７月１３日(火)、午後３時より、千葉県ガス石油会館（千葉市中央区中央港 1-13-1）に於

いて、一般社団法人千葉県ＬＰガス協会第２回定例理事会が石井副会長の開会の辞で幕を開けま

した。県産業保安課橋口副課長からご挨拶を頂いた後に、全議案は慎重審議を重ね、議案通り承

認され、安野業務執行理事の閉会の辞で幕を閉じました。 

第２回  

定例理事会を開催 

【小倉会長挨拶要旨】 
本日は、皆様方には、大変お忙しい中、令和３年度

第２回理事会にご参加いただき、ご苦労様です。 

また、公務ご多用中にも拘わらず県産業保安課より

橋口副課長と石塚主査のご出席を頂いております。あ

りがとうございます。 

千葉県に出されていた「まんえん防止等重点措置」

は、延期となりました。東京都には「第４回目の緊急

事態宣言」が出され、この宣言下で東京オリンピック

が開催されることとなりました。 

本日は、１１月の公益社団法人認定再申請へ向けて

の事業内容や事業継続に係る議題等多岐にわたってい

ます。 

 新しい事業として、行政へのＬＰガス用発電機及び

ＧＨＰ普及説明会や県立学校高等学校等施設の点検・

調査事業についてご審議いただくことにしています。 

甚だ簡単ではありますが、私の挨拶といたします。 

 

  

 

議題１  令和３年度以降の保安委員会事業について    （審議事項） 

議題２  令和３年度決算見込みと令和４年度予算について  （審議事項） 

議題３  ＬＰガス用発電機及びＧＨＰ普及説明会（行政向け） 

の開催について                （審議事項） 

議題４  県立高等学校等施設の点検・調査事業について  （審議事項） 

     ※千葉県立中学校及び高等学校並びに特別養護学校へのＬＰ 

ガス供給事業者調査を８月の情報収集訓練時に実施します。 

議題５  委員会報告について               （報告事項） 

⑴総務委員会・取引適正化委員会 

⑵保安委員会 

議題６  セミナーについて（事業継続ＷＥＢセミナー）  （報告事項） 

議題７  情報収集訓練について              （報告事項） 

議題８  広報車について                 （審議事項） 

議題９  寄付金取扱規程について             （審議事項） 

議題１０ 県受託事業（災害対策事業）について      （審議事項） 

・その他の取り組みについては、これまで通り各都道府県協会の地域性を踏まえた状況にあった自主運動とした。 

当保安委員会では、「安全高度化指標」を達成させるためには、国のアクションプラン及び全 L 協と歩調を合わせることが必要であり、

主な柱を上記の３項目とし、令和３年度及び令和４年度の事業方針とすることに決定した。 

財団法人千葉県ガス石油会館建設資金預り金の返金期限は令和３年度８月３１日迄です！  

【【議議題題１１】】令和和３３年年度以以降の
保安委員会事業について
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本県の液化石油ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(自然災害対策:充てん容器の流出防止措置) 

 

１.背景 

近年、地球規模で気象の極端化等が進み、日本列島スケールにおいて、前線と台風の発達状況（強度、ルート、移動速度等） 

と周辺環境（海面水温、水蒸気量、気圧配置等）は大きく変化し、災害の頻発化・激甚化が進行しています。さらには、線状降

水帯の豪雨をはじめ局地化・集中化する気象現象と、地形、土地利用等の条件が組み合わさり、浸水による甚大な被害（充てん

容器の流出等）が発生しているところです。こうした状況下において、地域の災害リスクの把握（ハザードマップの活用等）と、

災害リスクに応じた対策が急務となっています。 

 

２.経緯 

 自然災害対策については、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 液化石油ガス小委員会、容器流出防止対策検討

会（事務局：一般社団法人全国 LPガス協会）等において検討が行われてきました。令和 3年 4 月、「液化石油ガス安全高度化計

画 2030」が策定され、自然災害対策の章において、L P ガス事業者は、国が作成する"「L P ガス災害対策マニュアル」（令和 3

年 3 月改定）等を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、着実に実施する"こととし、ハザード

マップを確認・把握して、"容器転倒・転落・流出防止の鎖又はべルト等のニ重掛け"、"鎖又はベルトが容易に外れにくい取付

け金具の設置"等を徹底する旨が明記されました。 

これまで、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」（以下施行規則）第十八条 供給設備の技術 

上の基準において、"転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること"が定められ、「液化石油ガスの 

保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について」（以下施行規則の機能性基準の運用）におい 

て、地震対策（容器の転倒防止策等）及び雪害対策（雪囲いによる損傷防止策等）について規定されてきたところです。 

 

３.内容 

充てん容器の流出を防止する措置を講ずるため、施行規則及び施行規則の機能性基準の運用（例示基準）について、一部改正 

が行われました。（施行：令和 3 年 12 月 1 日）（経過措置：令和 6 年 6月 1 日まで） 

今回の改正では、施行規則第十八条「供給設備の技術上の基準」に、洪水等の対策として容器流出対策を加え、"転落、転倒等 

による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水に 

よって流されることを防止する措置を講ずること。"とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出対策を講ずることが定められま 

した。 

 また、施行規則の機能性基準の運用（例示基準）において、①対象地域（洪水浸水想定区域（想定最大規模）等） ②具体的 

対策（例えば、20kg を超える容器にはベルト又は鎖を 2本かける、（容器の浮上により鉄鎖等が簡単に外れることを防ぐため） 

ベルト又は鎖が外れにくい固定金具を使用する等）が追加されました。 

 

 容内 目項

改正 

省令 

浸水のおそれのある地域においては、 

充てん容器等が浸水によって流されることを防止する指置を講ずること 

場所 

 
浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域（想定最大現模）等において、1m以上の浸水が想定されている地域とする。 

流出 

防止 

措置 

(i)軒先

の設置 

固定金具について 

・ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。 

ベルト又は鉄鎖について 

充てん量 20kg を超

える容器 

1 本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの 3/4 程度の位

置に、2 本目のベルト又は鉄鎖を容器の底部から 1/4 程度の位置にそれぞれ

ゆるみなく取り付け固定すること。たたし、プロテクターのある容器の場合

は、2 本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか 1 本について、プロテクターの開

口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。 

充てん量 20kg 以下

の容器 

当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆる

みなく容器を固定すること。 

ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあってはこの限

りでない。 

(ii)容器収納庫への保管 
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全国親子クッキングコンテスト 

今年も房総ガス協議会主催親子クッキングコンテストが開催されます。 

第１５回目となる今大会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためレシピコンテスト 

（書類選考のみ）として行われます。 

今回大会のテーマは「わが家のおいしいごはん～家族で一緒に作ろう、うちの自慢メニュー～」。

千葉県大会のレシピ応募締切は９月２７日(月)。入賞者には豪華賞品を贈呈。また最優秀賞チ

ームは千葉県代表として関東中央地区大会にご出場いただきます。（書類審査） 

是非お客様やご家族に紹介いただき、たくさんの皆様に応募いただければと思います。 

千葉県大会詳細は、下記ウィズガスホームページをご確認ください。 

 

【ウィズガス 親子クッキングコンテスト】 

https://www.gas.or.jp/shokuiku/cooking/contest13/ 

会所属の担当者に向けた「ＬＰガス用発電機及びＧＨＰ並びにＬＰＧ車のご提案ＷＥＢ説明会」を、災害対策（総務委員会）及び常用・

常設としての需要開発（取引適正化委員会）の観点から企画し、開催することとしました。なお、説明会開催後に、ＤＶＤを作成し、支

部役員で県及び５４市町村に次年度の「災害時の応急生活物資等の協定」更改案内と共に資料提供しながら、改めて説明することについ

ても決定いたしました。 

 また本説明会開催は、去る２月１２日に自由民主党千葉県議会議員会ＬＰＧ対策議員連盟を通じて、千葉県教育長及び県防災危機管理

部長に対して要望した、次の３項目を実現推進することを目的としています。 

１ 県立学校における体育館（避難所）への冷暖房設備について、ＬＰガス利用のＧＨＰエアコンの導入を要望します。 

また、県内の公立小中学校についても同様の対応を指導してください。 

２ 災害発生時における停電対策として非常用電源をあらかじめ確保するため、避難所となりうる公共施設には、ＬＰガス発電機の設置、

あるいは、ＬＰガスの備蓄を進めるよう要望します。 

３ 災害発生時には自動車用燃料が不足する恐れがあるため、公用車の一部についてＬＰガス自動車の導入を図ることを要望します。 

 なお、当協会の災害対策を「工程表」に沿って掲載します。 

 標記理事会の議題３として、ＬＰガス用発電機及びＧＨＰ普及

説明会（行政向け）の開催について審議され、承認されました。 

当協会では、災害対策事業として、避難所等への非常用発電機

設置への働き掛けを実施しており、本年度の具体的な事業計画と

して、千葉県及び県内５４市町村長、防災担当部署及び教育委員 

令和３年度第２回定例理事会 議題３ 

 ＬＰガス用発電機及びＧＨＰ普及説明会

（行政向け）の開催について 

ＬＰガスサプライチェーンにおける災害対応能力強化

※※　　22001155年年　　県県内内ににはは９９つつのの中中核核充充填填所所ががあありりまますす。。災災害害時時ののＬＬＰＰガガスス供供給給のの拠拠点点でですす。。

※※　　22001155年年かかららＬＬＰＰガガスス等等合合同同防防災災訓訓練練（（中中核核充充填填所所ににおおいいてて近近隣隣住住民民ととのの訓訓練練））をを実実施施ししてていいまますす。。

※※　　22001133年年県県及及びび5544市市町町村村とと「「応応急急生生活活物物資資等等協協定定」」締締結結をを完完了了ししままししたた。。

・左記を踏まえ、県協会と事業者で体制整備 　　※※　　下下記記ののととおおりりでですす。。

・非常用電源車等を活用した定期的な防災訓練の実施

・改正石油備蓄法に基づく災害時石油ガス供給連携計画の策定（必要に応じ変更） 　※※　　年年１１回回訓訓練練をを実実施施ししてていいまますす。。

二次災害を引き起こさない為の災害時の保安体制の円滑化

・左記を踏まえ、県協会と事業者で体制整備

・左記を踏まえ、県協会と事業者でルール策定 ・・22001144年年ママニニュュアアルルににてて対対応応ししててあありりまますす。。

市町村等地域におけるＬＰガスの位置付けの向上

　　※※　　22001122年年県県土土整整備備部部都都市市整整備備局局等等へへ要要望望ししままししたた。。

調調整整状状況況はは？？ ルルーールルはは？？

※※　　ＬＬＰＰガガススはは劣劣化化ししまませせんん。。劣劣化化ししたたエエネネルルギギーーはは、、処処分分すするるここととににななりりまますす。。どどののくくららいいのの費費用用がが掛掛かかりりまますすかか。。
※※　　ＬＬＰＰガガススのの位位置置付付けけはは、、明明確確化化さされれてていいまますすかか。。

災害に強いＬＰガスの特性を活かした新たな供給方策の展開

・経済産業省、県協会、事業者が連携し、消費者団体等と協力しつつ、各都道府県の公共施設等へのＬＰガス機器の導入を促進

※※　　カカーーボボンンニニュューートトララルル宣宣言言後後ででもも、、災災害害時時ののエエネネルルギギーー供供給給のの「「最最後後のの砦砦」」とと記記載載さされれ、、災災害害用用ババルルクク等等のの補補助助金金がが設設けけらられれてていいまますす。。

※※　　ＬＬＰＰガガスス補補助助金金窓窓口口はは、、一一般般財財団団法法人人エエルルピピーーガガスス振振興興セセンンタターーでですす。。

※※　　22001188年年及及びび22002211年年　　県県教教育育長長及及びび県県防防災災危危機機管管理理部部長長宛宛ににＧＧＨＨＰＰ等等のの設設置置要要望望書書をを提提出出ししままししたた。。

当当協協会会ににおおけけるる災災害害及及びび被被災災のの定定義義
・・前前提提：：平平時時及及びび災災害害時時をを問問わわずず、、県県民民へへののＬＬＰＰガガスス等等ののエエネネルルギギーーのの安安定定供供給給をを保保つつここととでですす。。
・・災災害害：：ＬＬＰＰガガスス事事故故、、台台風風・・地地震震等等災災害害、、武武力力攻攻撃撃事事態態等等災災害害、、新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等災災害害をを言言いいまますす。。
・・被被災災：：ＬＬＰＰガガススのの供供給給がが途途絶絶すするる状状態態ににななるるここととをを言言いいまますす。。消消費費先先はは勿勿論論でですすがが、、会会員員自自ららがが停停電電等等にによよっってて、、ＬＬＰＰガガススのの供供給給ががででききななくくななっったた場場合合もも含含みみまますす。。
災災害害発発生生時時のの連連絡絡体体制制：：上上記記44種種類類のの災災害害がが発発生生しし、、被被災災ししたた場場合合ににはは、、一一般般社社団団法法人人千千葉葉県県ＬＬＰＰガガスス協協会会にに報報告告すするるここととににななっってていいまますす。。

仮設住宅への供給ルールの
制定

・公正取引委員会や、関係省庁（厚労省、国交省）と仮
　設住宅へのガス供給のあり方についてエネ庁が調整

・左記を踏まえ、県協会とプレハブ協会、地方自
　治体等でルール策定

地域防災計画等における
ＬＰガスの位置付けの向上

・経済産業省、県協会、事業者と消費者団体等が連携し、各都道府県等が作成する地域防災計画等に対しＬＰガスの位置付け明確化
　の働きかけ

ＬＰガスの災害に強い特性
を活かした機器、設備の開
発・普及促進

国家備蓄の機動的な放出 ・石油備蓄法の改正・施行

災害時の保安点検ルールの
制定

・あり方検討会等の検討結果を踏まえ、災害時の
　保安点検の考え方を提示
・警察庁と緊急自動車についてのルール調整

・・22001144年年ママニニュュアアルルににてて対対応応ししててあありりまますす。。
・・県県公公安安委委員員会会にに緊緊急急通通行行車車両両をを3322台台事事前前届届出出ししてていいまますす。。

流出容器回収等に関する
ルールの制定

・東日本大震災後の回収体制・予測措置の結果を分析

防災協定の締結 ・行動指針等に従い、県協会又は支部を中心に地域ごとに防災協定を締結・改善

新たな情報収集・報告体制
の整備

・あり方検討会等の検討結果を踏まえ、エネ庁として
　考え方を提示
・石油備蓄法の改正

基地出荷機能の強化
・全国の主要輸入基地・二次基地の出荷機能強化
・石油ガス備蓄基地への非常用電源車の配備

東日本大震災を踏まえた今後のＬＰガス安定供給の在り方検討会が示した「工程表」

2012年度に
実施する事項

2013年度に
実施する事項

2015年度までに
実施する事項

2020年までに
実現する事項

中核充填所の選定と機能の
強化

・中核充填所への非常用発電機の導入
（東北６県、東海・東南海・南海地域等）

・中核充填所への非常用発電機の導入
（2017年度末までに全国での配備を予定）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 8 月 1 日(日)                          ちば｢炎の仲間｣                              第 238 号(4) 

空家の充てん容器は必ず撤去しましょう！  

椿の海から干潟八万石へ   
農協支部長 鈴木 聖一 

り返してできた海が「椿の海」となったそうです。 

「椿の海」は１６７０年まで旭市、匝瑳市、東庄町に実在しており、当時の江戸の人口増加によるコメ不足解消のため、江戸の町人、

白石治郎右衛門と、大工の棟梁であった辻内刑部左衛門が、鉄牛禅師の助けを得て幕府に干拓を願い出て、現在の干潟八万石ができた

そうです。 

当時４万人を動員し１か月で掘った「新川」により農地が誕生し、更に排水を良くするため、干拓地内に「惣堀」と呼ばれる水路

やため池も整備しましたが、必要な水を十分得ることはできませんでした。この水問題は江戸時代から明治時代になっても解決されず、

問題解決に至るまで２６０年待つこととなります。 

この問題が解決に至ったのは１９３５年から着工し、１９９２年に完成した国営大利根用水事業によるもので、利根川から干潟八

万石に水を引くことになりました。江戸時代の干拓から平成の時代までの出来事に壮大なロマンを感じてしまいます。 

参照：千葉県庁ホームページより 

今回は私の地元にあった内陸の海「椿の海」を紹介したいと思います。 

子供の頃、住所に「崎」の字がある場所は海の近くであったとの話を聞いたこと

があります。 

私が住んでいる場所は旭市ですが、海からはかなり離れているため、なぜこんな

ところが海の先「崎」なのか不思議に思っていました。 

伝説によると、海上、匝瑳、香取の三郡にまたがる枝をもった大きな椿の木があ

ったそうです。 

この木は、海上の国の猿田彦命（さるだひこのみこと）が国を分ける時に、国境

に植えたものだったと伝えられており、日本の三大木の一つにあげられているだけあ

って、いつも天上には雲や霞がかかり、昼でも夜のように暗かったそうです。その木

に鬼が住み着き、猿田彦命は、香取の経津主命（ふつぬしのみこと）、鹿島の建御雷

命（たけみかずちのみこと）の力をかりて鬼を退治し、鬼が椿の木を根こそぎ引っく 

現在放映されている、

NHK の連続テレビ小説「お

かえり、モネ」は、宮城

県の気仙沼と登米が舞台

の、気象予報士にスポッ 

トを当てたドラマですが、このドラマで

は、あなたの身近な「観天望気」を募集し

ています。「観天望気（かんてんぼうき」

とは、自然現象や生物の行動の様子などか 

ら天気を予想することをいいます。「ツバ

メが低く飛ぶと、雨が降る。ネコが顔を洗

うと、雨が降る。アシナガバチが低い所に

巣を作ると台風が多い。夕焼けになると、

次の日は晴れ。古傷が痛むと雨が降る。」

など、その元となる条件と結論を述べた天

気のことわざのような伝承をいいます。古

来より山や海の仕事に携わる人々が経験

的に体得して使ってきました。 

 

私共の仕事も、天気に仕事の効率を左

右されるものが多く、天気予報の確認は

欠かせません。スマホで天気の確認もい

いですが、自分で雲の動きを見て、風を

肌で感じて、天気を予想する「現場感覚」

は、とても大事なことだと思います。  

 

 

高木 秀夫 記 

【青年委員会】令和３年度第１回勉強会 開催！！ 

㈱シーエスクリエイト島﨑様 丸高石油㈱高橋様 

青年委員会（髙見陽二委員長）は、去る７月８日（木）午後３時よりＬＰ協会議

室において、令和３年度第１回勉強会をＷＥＢ形式で開催しました。今回の勉強会

では㈱シーエスクリエイト島﨑様を講師にお招きし「コロナ禍だからこそ実践でき

る「地の利」と「ＷＥＢ」の活用による優良顧客の獲得」のテーマでご講演いただ

きました。 

 勉強会ではＬＰガス販売事業者という、固定のお客様を持ち、地域の方々に認知

されている「顔の見える事業者」という優位的立場、「地の利」を活かすこと、その 

上でインターネットを活用することでお客様との対面機会を増やしていき、その実 

践により優良顧客を生涯顧客へと変えることを目指した内容でした。 

今の時代では老若男女問わず、シニア層と呼ばれる世代もインターネットを使った通販利用が増えています。そういった方々はイ

ンターネットでお店のホームページを検索し、ものをある程度見定めた後は実店舗に行き実物を確認してから購入するといった考え

方をするのが大多数です。そういった考えをする人々にとっては、近くで店を営んでいる「地の利」があるＬＰガス販売事業者に対

して、メンテナンスサービスへの「安心感」や、地元密着で身近な存在として「信頼感」を覚えます。またコロナ禍である現状だか

らこそ地元のお店で買い物をして、地域貢献をしようという意識がお客様の中で芽生えています。そうした現状を鑑みインターネッ

トを使い、google マップでの検索をされやすくするように工夫しお客様への目にかかる機会を増やしたり、悪徳業者への注意喚起を

することで「信頼感」を向上させることで、お客様の囲い込みに繋げることができるようになり、お客様がファンとなり口コミとい

う形で他の人にも宣伝をしてくれるようになります。このようなお客様との繋がりを深めるための「対面」機会を増やすためにもイ

ンターネットの活用が有用となる、といった大変参考となる講義でした。 

また、去年ＷＥＢ展示会を実際に開催し、大成功を収めた丸高石油㈱の高橋様にもお話をお伺いし、ＷＥＢ展示会を開催した後に

電話や訪問といった「対面」で行う後追い営業を行ったことが成功に繋がった、といった成功談を語って頂きました。 
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